
 

関係機関協議 
＊工事場所、交通への影響等に

より、警察等とも協議する場合

があります。 道路工事施工承認申請 

・申請書は 2 部提出。 
・岩手河川国道事務所による承認後に

出張所より申請者へ「承認書」交付。

施工に関する注意事項、交通規制に関

する説明。 

工事施工現場立会 

・ 工事施工現場の確認 
・ 官民境界の確認 

工  事 

・ 工事着手前までに「工事着手届」、「工事責任者通知書」、「工程表」 
各 1 部提出。 

・工事完了後 3 日以内に「工事完了届」1 部に完成写真を添えて提出。

工 事 完 成 検 査 

工事が承認内容どおり施工されているか、出張所長による検査 

２４条フロー 
事前打合せ 

・ 申請書類作成要領の説明 
・ 申請工事内容の確認 


